
判例と実務シリーズ：

紙面の記載欄に要旨のある発明の自然法則の利用性

東京地方裁判所民事第29部 平成15年１月20日判決

平成14年（ワ）第5502号 実用新案権侵害差止等請求事件

湯 原 忠 男

抄 録 「自然法則を利用した技術的思想」に該当しないとされた 案「資金別貸借対照表」に係る

判決を，ソフトウエア関連発明の審査基準及び「紙せん」の審査基準との関係で検討した。その結果，

「紙せん」の審査基準とソフトウエア関連発明に係る現行審査基準とが，ほぼ同じ内容であることが判

明した。

また，本件判決をビジネス方法特許との関係で論じ，付加的に，ビジネス方法特許の現状について

述べた。
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. 本件事案の概要

① 本件は，実用新案権（ 案の名称「資金

別貸借対照表」，実用新案登録第2077899号）を

有する原告が，被告に対し，資金別貸借対照表

を使用する被告の行為が，実用新案権を侵害す

るとして，その使用差止めと損害賠償を求めた

事案である。

② 本件事案の経緯

平成１年10月16日 出 願

(実願平１－121190号）

平成６年12月７日 出願公告

(実公平６－47743号）

平成７年９月４日 登 録

平成15年１月20日 本件判決（請求棄却）

③ 本件 案の登録請求の範囲

Ａ 資金別の貸借対照表であって，この表は，

損益資金の部の欄と，固定資金の部の欄と，売

上仕入資金の部の欄と，流動資金の部の欄と，

を含み，これらの欄は縦方向または横方向に配

設してあり，

B 上記損益資金の部の欄，固定資金の部の

欄，売上仕入資金の部の欄，流動資金の部の欄

の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり，更に貸

方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり，

C 上記損益資金の部の欄，固定資金の部の

伊東国際特許事務所 副所長 弁理士

TadaoYUHARA

知 財 管 理 Vol.54 No.４ 2004

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



欄，売上仕入資金の部の欄，流動資金の部の欄

の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けて

ある，

D 資金別貸借対照表。

④ 本件 案の概要

1) 従来の貸借対照表では，企業にとって最

も重要な損益と資金の関連性を理解するのが困

難であり，貸借対照表の分析結果が企業におい

て生かされず，また，資金を一覧表にまとめる

ことが困難であった。そこで，本件 案は，貸

借対照分析を数字のプラス及びマイナス等で理

解できるようにし，損益と資金に関連付けられ

た貸借対照表を提供することを目的としている。

2) 本件 案は，企業の財務体質等を知るこ

とができ，企業の業績の予想を的確に行うこと

ができ，損益の認識が容易にでき，貸借対照表，

損益計算書，資金繰り表など個別に表を作成す

る必要がない等の効果を奏する。

. 本 件 判 決

① 実用新案法は，「 案」について，「自然

法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定

義し（第２条第１項），また，「産業上利用する

ことができる 案」に対して，所定の要件を充

足した場合に，実用新案登録を受けることがで

きると規定する（第３条第１項）。

したがって，たとえ技術的思想の創作であっ

たとしても，その思想が，専ら，人間の精神的

活動を介在させた原理や法則，社会科学上の原

理や法則，人為的な取り決めを利用したもので

ある場合には，実用新案登録を受けることがで

きない。

② 本件 案は，専ら，一定の経済法則ない

し会計法則を利用した人間の精神活動そのもの

を対象とする創作であり，自然法則を利用した

創作ということはできない。また，本件 案の

効果，すなわち，企業の財務体質等を知ること

ができる，企業の業績の予想を的確に行うこと

ができる，損益の認識が容易にできる，貸借対

照表，損益計算書，資金繰り表など個別に表を

作成する必要がない，等の効果も，自然法則の

利用とは無関係のビジネスを前提とした効果に

すぎない。

③ 本件 案は，実用新案法第２条第１項に

いう「自然法則を利用した技術的思想」に該当

しないから，本件実用新案登録には，実用新案

法第３条第１項柱書きに反する無効理由の存す

ることが明らかである。

④ 原告は，特許庁における産業別審査基準

では，「紙せん」という産業部門が設けられてい

ること，「紙せん」は，紙面の記載欄に関する特

定の構成において，人間の生理上又は心理上客

観的に認識し易い状況を形成するという，自然

法則を介した作用効果を発揮するという意味で，

「自然法則を利用した技術的思想」に当たるとさ

れていること，本件 案に係る資金別貸借対照

表は，「紙せん」に該当すること等の点から，実

用新案登録要件を充足する旨主張する。しかし，

本件 案が実用新案登録の対象となるか否かに

ついては，実用新案法第２条第１項所定の「自

然法則を利用した技術的思想の創作」に当たる

かどうかという，法の解釈に即して判断すべき

であるから，原告の主張は，そもそも前提にお

いて理由がないのみならず，産業別審査基準の

「紙せん」についても，自然法則を利用した技術

的思想であるか否かの点を 慮して実用新案登

録の対象となるか否かを判断すべきところ，本

件 案が自然法則を利用した創作であると評価

できないことは前述のとおりであるので，原告

のこの点の主張は失当である。

また，原告は，いわゆる「ビジネスモデル」

発明や 案が特許法や実用新案法の保護対象と
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なることに照らしても，本件 案は，実用新案

法の保護の対象になると解すべきである旨主張

する。しかし，コンピュータ・ソフトウエア等

による情報処理技術を利用してビジネスを行う

方法に関連した創作が実用新案登録の対象にな

り得るとすれば，その所以は，コンピュータ・

ソフトウエアを利用した創作が，実用新案法第

２条第１項所定の「自然法則を利用した技術的

思想の創作」であると評価できるからであって，

ビジネスモデル関連の発明が特許され， 案が

登録された例があったとしても，そのことによ

り，本件 案が実用新案登録要件を充足するか

否かに関する結論に影響を与えるものではない。

. 発明（ 案）の定義

. 発明の定義

法律の解釈の疑義を少なくするために ，特

許法第２条において，「発明」とは，「自然法則

を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

をいう。」と発明の定義が置かれた。

このように発明を国内法で定義する国は少な

い。発明を定義することの困難性は，多くの者

によって述べられ ，かつ，発明を定義すること

への疑問がなされているものの ，定義が置か

れた以上，行政は法に基づいて行われるので，

行政庁たる特許庁は，この定義に従って，特許

法の運用を行う必要がある。

また，2001年12月の「産業構造審議会知的財

産政策部会法制小委員会報告書」において，発

明の定義規定の在り方は，今後取り組むべき課

題であるものの，これまでの弾力的運用により，

現時点では発明の定義の改正が直ちに必要であ

るとは認められないとしている 。

ところで，この発明の定義は，特許法の制定

当時から，議論のある規定である 。この発明の

定義は，中山信弘氏が述べているように，特に

積極的な意味はなく，単なる精神活動，純然た

る学問上の法則，人為的な取極め等を除くとい

うことを意味しているにすぎないと解すべきで

あろう 。

. 特許の保護対象の変遷

問題を孕みながら，特許法第２条において，

発明の定義が成されたものの，その後の産業技

術の発展により，当初は，特許法の保護対象で

なかった植物 ，動物 ，ソフトウエア等が特許

されるようになった。

ここでは，ソフトウエア関連発明に係る審査

の基準を通して，特許の保護対象の変遷をたどる。

① コンピュータのソフトウエア産業

ソフトウエア関連発明に係る審査の基準の変

遷は，ソフトウエア産業の発展に対応している。

ソフトウエアが組み込まれているコンピュー

タは，当初，非常に高価であり，先端的な，多

くのデータを高速で扱う，軍事用，先端的研究

開発分野等でのみ使用されていた。しかしなが

ら，その後，半導体技術の発展により，コンピ

ュータのハードウエアは，高機能でかつ安価と

なり，現在では多くの分野で使用されるように

なった。

つまり，コンピュータは，「０」と「１」のデ

ータを，高速に，かつ，誤りなく処理する装置

である。情報を「０」と「１」のデータに対応

づければ，あらゆる分野の，あらゆる情報をコ

ンピュータで扱うことができる。

ところで，コンピュータは，ハードウエアと

ソフトウエアとから構成されている。LSI技術

が確立される前のコンピュータのハードウエア

は，高価であり，コンピュータのハードウエア

を購入すると，それに係るソフトウエアは，無

償で提供されていた。その当時のソフトウエア

は，ハードウエアの「おまけ」の地位にあった。

しかしながら，LSI技術が確立され，コンピュー

タのハードウエアが安価となると，ソフトウエ
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アのコスト（その大部分は人件費である。）が無

視し得なくなり，「ソフトウエア」は，「おまけ」

ではなくなった。

また，半導体技術の進歩及び人件費の増加に

伴い，コンピュータにおけるソフトウエアのコ

ストが，年々，増加している。最近の状況が，

「情報化白書2003」に述べられている。この白書

によれば，日本における2001年の情報化投資は，

19兆７千億円で，GDPの約４％，設備投資全体

の約25％を占めている。また，情報化投資にお

けるソフトウエアの構成比は，1975年の２％程

度から，85年の10％，95年の25％を経て，現在

では，39％と大幅に伸びている 。

このソフトウエアに係る情報化投資は，別の

観点でみれば，ソフトウエア関連発明の創造の

ための投資と見ることもできる。

② ソフトウエア関連発明に係る審査の基準

ソフトウエア関連発明に係る審査の基準は，

ソフトウエア技術の発展に伴って，次の1)～5)

に示すものが公開されている。

1) コンピュータ・プログラムに関する発明

についての審査基準（その１）（以下，「基準A」

という。）：1975年

2) マイクロコンピュータ応用技術に関する

発明についての運用指針（以下，「基準B」とい

う。）：1982年

3) コンピュータ・ソフトウエア関連発明の

審査上の取り扱い（案）（以下，「基準C」とい

う。）：1988年

4) 審査基準における「第Ⅶ部 特定技術分

野の審査基準」の「第１章 コンピュータ・ソ

フトウエア関連発明」（以下，「基準D」とい

う。）：1993年

5) 同改訂（以下，「基準E」という。）：2002年

③ 特許の保護対象の変遷

特許の保護対象の変遷は，特許庁における「自

然法則」又は「自然法則を利用した技術的思想

の創作」に関する解釈・運用の変遷でもある。

判断の対象となる「発明」のとらえ方で言え

ば，基準Aでは，請求項に記載されている事項

から把握される発明のポイントとなるアイデア

が自然法則を利用しているか否かで，自然法則

の利用性を判断している。一方，基準D，Eで

は，請求項に記載されている事項から把握され

る発明を全体観察して，その発明が，「自然法則

を利用しているか」又は「自然法則を利用した

技術的思想の創作であるか」を判断している 。

また，基準B以降，「自然法則」又は「自然法則

を利用した技術的思想の創作」の解釈が，基準

Aから見ると弾力化されている。

1) 基準A

基準Aは，「目的を達成する手法の因果関係

が自然法則に基づいている」ものは，特許法第

２条の「発明」であるとしている。換言すれば，

基準Aは，目的を達成するために利用されてい

る法則又は論理が，自然法則であるか否かで，

特許法第２条の「発明」であるか否かを判断し

ている。

2) 基準B

基準Bは，マイクロコンピュータ応用技術に

関する発明に必要な構成要件が機能実現手段の

結合として記載されている場合は，基準Aの審

査基準に関係なく，特許法第２条の「発明」で

あるとしている。

基準Bは，基準Aの審査基準の判断を残し

つつ，「自然法則」に関する解釈・運用を弾力的

に行い，ソフトウエア関連発明において特許さ

れる「発明」の範囲を拡大した。つまり，この

基準Bは，現実に存在する「物」は，自然法則

の下に存在し得ているのであり，当然に自然法

則に基づいて存在しているものであることを前

提としている 。つまり，この基準Bは，「物」

であれば，アプリオリに特許法第２条の「発明」

であることを認めたものである。けだし，「物の
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発明」は，自然法則を利用した技術思想の創作

が，「物」として具体化されたものであり，逆

に，「物」そのものは，多くの自然法則に基づい

て，「物」として存在している。

この基準Bにより，多くのマイコン内蔵の装

置発明が特許された。

3) 基準C

基準Cは，コンピュータ上で実行されるソフ

トウエアと特有のハードウエアとが結合してお

り，特定の分野で使用される実体として独立し

た装置は，基準Aの審査基準に関係なく，特許

法第２条の「発明」であるとしている。

この基準Cは，基準Bと同様に，基準Aの判

断を残しつつ，「実体として独立した装置」であ

れば，アプリオリに特許法第２条の「発明」で

あることを認めている。

この基準Cにより，人間が「取り決めた」変

換法則に基づいた「かな漢字変換」に関するソ

フトウエアが特許された。

4) 基準D

基準Dは，基準A～Cの審査基準を整理統

合したものであり，発明が，自然法則を利用し

ている類型として，次の⒜及び⒝を挙げている。

⒜ ソフトウエアによる情報処理に自然法則

が利用されている発明

⒝ ハードウエア資源が利用されている（ハ

ードウエア資源による限定が，ハードウエ

ア資源の単なる使用に当たらない）発明

⒜の判断は，基準Aの判断を継承したもので

あり，⒝の判断は，「物」であれば，アプリオリ

に「発明」であることを認めた基準B及び基準

Cにおける判断を承継したものといえる。

また，⒝の判断において，ソフトウエアによ

る情報処理自体に自然法則の利用が認められな

い場合であっても，ハードウエア資源を使用し

たもの（ハードウエア資源の単なる使用は除

く。）は，「発明」であるとしている。この審査

基準により，ほとんどのソフトウエア関連発明

は，記載を工夫して基準をクリアするようにす

れば，特許法第２条の「発明」であることとな

り，今日のビジネス方法特許が保護される基礎

となった 。

5) 基準E

基準Eは，「ソフトウエアによる情報処理が，

ハードウエア資源を用いて具体的に実現されて

いる」場合，当該ソフトウエアは「自然法則を

利用した技術的思想の創作」であるとした。ま

た，「ソフトウエアによる情報処理がハードウエ

ア資源を用いて具体的に実現されている」とは，

ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した

具体的手段によって，使用目的に応じた情報の

演算又は加工を実現することにより，使用目的

に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその

動作方法が構築されることをいうとしている。

分かり易く言えば，基準Eは，ソフトウエア

による情報処理が，単にコンピュータを用いる

とした程度では，「自然法則を利用した技術的思

想の創作」とは認めず，具体的な処理として，

ソフトウエアによる情報処理を記載すれば，「自

然法則を利用した技術的思想の創作」として認

めるとしたものである。してみると，基準E

は，基準Dと同様，「物」であれば，アプリオリ

に「発明」であることを認めた基準B及び基準

Cの判断を承継したものである。

したがって，基準Eにおけるソフトウエア関

連発明は，目的を達成するために利用されてい

る法則又は論理が，自然法則に関係のない経済

法則，人為的な取決めであっても，その情報処

理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現

されていれば，「自然法則を利用した技術的思想

の創作」であり，特許の保護対象となる 。

以上の通り，特許対象となるソフトウエア関

連発明は，ソフトウエア技術の発展に伴って，

発明のポイントとなるアイデア（情報処理）が

自然法則を利用しているか否かの判断（この判

断基準を，以下，「当初基準」という。）から，
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発明における情報処理が，ハードウエア資源を

用いて具体的に実現されているか否かの判断

（この判断基準を，以下，「現行基準」という。）

へと変更された。

④ ビジネス関連発明と「自然法則を利用し

た技術的思想の創作」との関係

ビジネス関連発明は，ビジネス・アイデアを

ITを活用してコンピュータ上で具体的に実現

したものであり，ビジネス分野の用途に適合し

たデータ処理システム又は動作方法に関する発

明である 。

現行基準では，ビジネス分野における人為的

な取決めであっても，ソフトウエアによる情報

処理が，ハードウエア資源を用いて具体的に実

現されていれば，特許の保護対象となる。

なお，このビジネス関連発明について，ビジ

ネスの方法の新規性とビジネスにおける情報処

理の具体性との関係でいえば，現行基準では，

ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア

資源を用いて具体的に実現されているか否かが，

判断のメルクマールであり，ビジネスの方法が

新規であるか否かに関係なく，ビジネスにおけ

る情報処理に具体性があれば，「自然法則を利用

した技術的思想の創作」となり，特許の保護対

象となる。

つまり，ビジネス方法として非常に画期的で

あっても，ビジネスにおける情報処理に具体性

がなければ，特許の保護対象とならない。一方，

ビジネス方法として画期的でなくても，ビジネ

スにおける情報処理に具体性があれば，特許の

保護対象となる（しかし，特許となるか否かは

別である。）。

.「紙せん」の審査基準

「紙せん」の審査基準は，特許庁外の有識者等

によって構成される審査基準評議会作成部会よ

って，昭和41年２月に制定された 案に係る審

査基準である。この「紙せん」の審査基準によ

り「紙せんという物品は紙面に 案を記載欄と

して具体的にあらわしたもの」は，特許の保護

対象とするとの特許庁の運用を明示したもので

あり，この運用は，旧法及び現行法を通じて，

実務として確立したものである。

「紙せん」の審査基準は，「ここで扱う紙せん

とは，記載欄を設けた１枚または複数枚の紙葉

を意味する。」とし，「紙の外形的形状，構造（紙

の表面加工，材質などを含む）および組合わせ

に 案の要旨があるものと，紙面の記載欄に要

旨があるものとに大別できるが，ここでは記載

欄に要旨があるもののみについて扱うこととす

る。」としている。

また，「紙せん」の審査基準では，保護対象で

ある「紙せんという物品は紙面に 案を記載欄

として具体的にあらわしたもの」であるとし，

換言すれば，「紙せん」の審査基準で対象とする

紙面の記載欄に要旨があるものは，その 案を

記載欄として具体的にあらわした紙せんという

「物品」であるとしている。

なお，この審査基準において，自然法則を利

用していないものは，実用新案法第３条第１項

柱書きの 案と認めることはできないとしてお

り，明示的な記載はないものの ，「紙せん」の

審査基準は，基準B及び基準Cと同様に，「物」

であれば，アプリオリに「自然法則を利用」し

ていることを認めていると推測される 。

なお，「紙せん」の審査基準における「紙せん

という物品は紙面に 案を記載欄として具体的

にあらわしたもの」を保護対象とする判断と，

基準Eにおける「ソフトウエアによる情報処理

が，ハードウエア資源を用いて具体的に実現さ

れている」場合には，当該ソフトウエアは「自

然法則を利用した技術的思想の創作」であると

する判断とは，恐ろしいほど類似している。

えてみるに，いずれも，基準B及び基準C

と同様に，「物」であれば，アプリオリに「自然
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法則を利用」していることを認めているもので

あり，当然の帰結と言える 。

なお，紙葉の紙面の記載欄に要旨のある発明

として，例えば，「相続財産対策診断表」 ，「酸

化的ストレス判断解析表」 ，「住宅建築プラン

ニング用検討表」 が，最近特許されている。

ところで，上記「1.事案の概要」で示した「資

金別貸借対照表」は，紙面の記載欄に要旨があ

るものであり，この審査基準によれば，「自然法

則を利用した技術的思想」であるということが

できよう。

また，旧法に関する判決であるが，昭和25年

（行ヶ）８号判決では，紙面の記載欄に要旨のあ

る平面的な万年歴，計算図表のような 案を型

として認め，これらの 案を実用新案の登録の

対象とすることを是認している 。

ところで，平成15年４月に，特許庁の審査第

四部は，「ビジネス関連発明に対する判断事例

集」を公表した。この中で，「画面を表示可能な

購入者端末からなるショッピングシステム」を

情報の単なる提示であるとしている ので，「紙

せん」の審査基準との関係を述べる。

この事例の場合，購入者端末は「物」である

が，購入者端末の画面に表示されたものは，遷

移される画面である。一方，「紙せん」の審査基

準で扱う 案は，紙面に 案を記載欄として具

体的にあらわした物品であり，紙面に固定され

た記載欄に係る 案である。してみると，この

事例の場合，画面は購入者端末に固定されてい

ないので，「紙せん」の審査基準の適用の対象外

となろう。

. 本件判決について

上述したように，本件 案の「資金別貸借対

照表」は，紙面の記載欄に要旨があるものであ

り，「紙せん」の審査基準によれば，「自然法則

を利用した技術的思想」ということができる。

一方，本件判決では，本件 案の「資金別貸

借対照表」は，「一定の経済法則ないし会計法則

を利用した人間の精神活動そのものを対象とす

る創作であり，自然法則を利用した創作という

ことはできない。」としたもので，「紙面の記載

欄に要旨がある 案」に関する実務を否定する

ものである。

また，上述したように，ソフトウエア関連発

明に係る審査基準は，ソフトウエア技術の発展

に従って，「当初基準」から「現行基準」へと変

更された。これは，産業技術として，急速に発

展しているソフトウエア技術に対応したもので

ある。

ところが，本件判決は，「当初基準」に近い立

場であり，この本件判決の論理で，ソフトウエ

ア関連発明について特許法第29条第１項柱書き

の要件を判断するとなると，大きな混乱を招き，

日本のソフトウエア技術の発展の障害になりか

ねない。

また，本件判決で，「実用新案法第３条第１項

柱書きに反する無効理由の存することが明らか

である。」とされた本件実用新案登録は，判決後

である平成15年２月13日に，訂正審判が請求（訂

正2003-39024）され，その訂正が認められた 。

この訂正を認めた審決において，「無効審判の

請求もなされておらず，訂正後の本件 案につ

いても，審査において通知した実用新案法第３

条第２項に該当せず，更に，他に拒絶する理由

も見当たらないことから，実用新案登録出願の

際独立して実用新案登録を受けることができな

いとすることはできない。」と述べて，特許性を

判断したことを明記している。

. ビジネス方法特許の現状

ビジネス関連発明は，ビジネス・アイデアを

コンピュータ上で具体的に実現したものである。

また，ビジネス関連発明におけるハードウエア

とソフトウエアの役割を見た場合，その発明と

してのほとんどの役割は，ソフトウエアが果た
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している。

してみると，ビジネス関連発明は，典型的な

ソフトウエア関連発明の一つと位置づけられ，

特別のものではない。それにも拘わらず，ビジ

ネス方法特許は，一時，ブームとなった。その

経過と現状について，簡単に述べる。

. 出願の増加と沈静化

1986年に，銅酸化物高温超伝導が発見され，

高温超伝導に係る出願ラッシュがあった。今回

のビジネス方法特許も，また，ステート・スト

リート・バンク判決がなされ，「ビジネス方法」

に関して，米国における運用の変更がなされた

のを契機にして，ブームと言えるような，出願

ラッシュがあった。

平成15年２月に，特許庁は，ウェブページに

「ビジネス関連発明の最近の動向について」を掲

載した 。これによれば，2000年に入ってから出

願件数が顕著に増加し，2000年の第３，４四半

期をピークに出願件数は減少傾向を続け，最近

は，落ち着きをみせている。

この出願増加の背景をみれば，次の⑴～⑸が

相乗的に作用したものと思われる。

① ソフトウエア関連発明に関する時代の要請

ハードウエア技術に対して，ソフトウエア技

術の比重は年々高まり，典型的なソフトウエア

関連発明であるビジネス関連発明を保護をすべ

き時代となっていた。

② 米国の運用の変更に対する対策

米国における運用の変更がなされたので，一

部の企業は，米国でのビジネス展開を踏まえて，

米国企業への対抗上，出願をする必要が生じ

た 。

③ 特許庁のビジネス方法特許に関するウェ

ブページでの警告

平成11年６月，特許庁は，ウェブページで，

「邦銀は，金融に係るビジネス関連発明で相当程

度の後れを取っているといわれている。」旨を公

報した。また，平成11年８月には，特許庁は，

電子商取引に関しても，日米の比較を報告した。

これらは，警告に近い内容であった。

④ 新聞・雑誌等の報道

新聞・雑誌等で，米国の判決の紹介，ビジネ

スモデル特許の脅威とその対策の必要性等が報

道された 。

⑤ ビジネス方法特許に関する誤解

当時，適正なビジネス方法特許と共に，純粋

ビジネス方法と えてもおかしくない特許が流

布され，このようなものが特許になるのかとい

う誤解が，一部に生まれた 。

なお，その後，ビジネス方法特許に関する出

願は，次の1)により，ビジネス方法特許に係る

誤解が解かれ，出願が沈静化した。

1) 審査基準の改訂と公開

特許庁は，ビジネスモデル方法特許に関する

ウェブページを作成し，ビジネス方法特許の審

査基準の改訂と公開を行った 。

2) 米国の動き

2003年３月初めころから，ビジネスモデル方

法特許が，ネット産業の発展を妨げるから制限

すべきというアンチ・ビジネスモデル方法特許

の動きが台頭してきた 。

このように，ビジネス方法特許ブームは一段

落したが，量から質への転換が図られた 。

. ビジネス方法特許への批判

ビジネス方法特許に関して，競争を著しく阻

害する，技術進歩・産業発展につながらない ，

他人によるビジネス方法の利用が著しく制限さ

れる ，等の根強い懸念又は批判が存在する。

また，ビジネス方法特許について，ビジネス
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方法が新規なものであることに基づいて進歩性

が肯定されてはならないと える者も多い 。

ところで，ビジネス方法特許は，ビジネス方

法自体が特許されるので，権利者以外は，その

ビジネス方法を行うことができず，影響は大き

い。しかしながら，影響が大きいことは，独占

権を与える特許制度の本質であり，単に影響が

大きいから問題であるとの批判はあたらない。

このような強い特許権でありながら，従来の

ハード製品に関する発明と比べ，ビジネス方法

特許は，アイデアから実用化までにそれほど時

間と経費を要しないことを ，合わせて 慮す

れば，ビジネス方法特許の保護と利用のバラン

スを目指すことが，ビジネス方法特許において

は特に必要であると思われる 。

. 特許権者と第三者とのバランス

特許制度は，特許法第１条に「この法律は，

発明の保護及び利用を図ることにより，発明を

奨励し，もつて産業の発達に寄与することを目

的とする。」と規定されているように，発明の保

護（権利者の利益）と発明の利用（第三者の利

益）とのバランスの下に成立している制度であ

る。特に，ビジネス方法特許は，特許権者と第

三者とのバランスのとれた運用が必要である。

その面からしても，安易な又は純粋ビジネス方

法は特許しないと共に，特許請求の範囲に，ビ

ジネスの情報処理をハードウエア資源との関係

で記載する必要があろう。

上記ウェブページ「ビジネス関連発明の最近

の動向について」によれば，ビジネス関連発明

自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は，

2000年以降減少傾向であり，2001年には23％（出

願全体の平 値は57％）に低下した。

安易な又は純粋ビジネス方法は特許しないよ

うに，厳格な運用が成されていることが分かる。

また，実際の拒絶理由通知書を見ても，「ソフ

トウエアによる情報処理がハードウエア資源を

用いて具体的に実現されているか否か」が厳格

に審査されている。

このような運用によって，出願に係るビジネ

ス・アイデアが画期的であるとしても，請求項

にはハードウエア資源との関係を記載されたも

のが特許されている。このように，ビジネス・

アイデアがコンピュータのハードウエア資源と

の関係で記載されている結果，それなりの権利

となり，特許権者と第三者との関係でバランス

がとれたものとなる。

. 企業側における体制

基本は，ビジネス方法特許であっても，従前

のソフトウエア関連発明と同様である。以下に，

特許事務所に所属する筆者から見たビジネス方

法特許の取得における留意事項を纏めた。

① 非技術部門との連携

発明者が，非技術者の場合（ここでは，発明

者が，企画部門の人の場合を例に説明する。），

企画部門と知財部門との連携を密にし，日常的

に，企画部門で検討しているものから，特許出

願すべき案件を抽出する。

② システム部門との連携

企画部門の発明を出願するには，明細書に，

ソフトウエアによる情報処理が，ハードウエア

資源を用いて具体的に示す必要があるので，シ

ステム部門の人の協力を得ることが必要となる。

そのためには，システム部門との連携を強化す

る。また，システム部門にしてみれば，付加的

業務になるので，その必要性を十分に理解して

貰うと同時に，事前に発明に関して十分な検討

を行い，不要な負担を掛けないようにする必要

がある。

なお，ビジネス方法特許を含むソフトウエア

関連発明を，定常的に出願するのであれば，ソ

フトウエアに係る専門家を，知財部門の一員と
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するのも一 である。

③ 特許事務所との連携

関係者が，ビジネス方法特許の出願について

慣れていない場合も多く，早めに，弁理士に参

加して貰う。これにより，必要なデータ，図面

等が判明し，必要な資料を迅速かつ効率的に手

当することができる。

④ 重要な知財部門の担当者の役割

従前の発明の場合であっても，知財部門の担

当者の役割は大きいが，特に，企画部門の発明

を出願するには，上記⑴～⑶における知財部門

の担当者の役割は大きい。

また，提案された発明のどこを請求するのか，

どのような請求項を記載するのかが困難な場合

も多い。知財部門の担当者は，予め，先行技術

を調査し，発明のポイントを把握して置くと，

作業がスムーズに進む。

また，先行技術の調査の結果，先行する特許

又は特許出願が存在することが判明した場合，

企画部門にフィードバックして，この発明に係

るシステム開発，特許出願等を継続するか否か

の検討を行う。

. 最 後 に

紙面の記載欄に要旨のある発明であっても，

情報に価値を有する発明であり，今日的意味は

大きいので，臆することなく，出願することを

お勧めする。

なお，ビジネス方法特許であっても，ビジネ

ス方法特許を意識することなく，通常のソフト

ウエア関連発明の出願と同様に，淡々と出願す

る。

また，新しいサービス，新しいビジネスを開

始する場合，又は，新しいコンピュータシステ

ムを構築する場合は，特許出願することを 慮

する。そのための体制を構築しておく。

注 記

1) 特許庁編，工業所有権逐条解説（第16版），p.

24（2001）発明協会；同趣旨のことについて，林

修三氏は，法令用語の常識，p.161（1991）日本評

論社，において述べている。

2) 例えば，清瀬一郎氏は，特許法原理，p.80(1985)

「特許法原理」復刻刊行委員会，において，「「発明」

ヲ完全ニ定義スルコトハ頗ル困難ナリ。」と述べ，

織田李明氏等は，新特許法詳解，p.68（1972）日

本発明新聞社，において，「発明の正確な定義が困

難である理由は，それが人間の本源的な行為に関

するものであるからではないかと思う」と述べて

いる。

3) 例えば，三宅正雄氏は，改正特許法雑感，pp.32～

33（1971）萼工業所有権研究所出版部，におい

て，「このような定義規定を設けることも，戦後の

立法の特徴であるが，この作業は，なかなか困難

なものである。…ある程度，その意図したところ

は実現されたと思うが，はたして，何らの破綻が

見られないかということになると多少疑問であ

る。」と述べている。

4) この「報告書」は，特許庁のウェブページ「資料

室」－「審議会」－「産業構造審議会」で公開され

ている。

5) 発明の定義の制定経緯について，加藤公延氏が，

パテント，Vol.54，No.9，pp.51～53，において述

べている。これによれば，当時から，この定義に

関して，強い反対意見があった。

6) 中山信弘，注解特許法（第三版），p.27（2000)青

林書院；同様の趣旨を小林直樹氏は，ビジネス方

法特許と権利行使，p.51(2000)日本評論社，にお

いて述べている。

7) 例えば，特許1459061号「桃の新品種黄桃の育種増

殖法」

8) 例えば，特許3410679号「グッドパスチャー症候群

モデルマウス」

9) 財団法人日本情報処理開発協会編，情報化白書

2003，p.44（2003）コンピュータ・エージ社；ま

た，情報サービス産業の企業589社で構成されて

いる業界団体「社団法人情報サービス産業協会」

が編纂した「情報サービス産業白書2003」p.

280（2003）コンピュータ・エージ社，において，

「コンピュータメーカ各社は，…ソフトウエア╱

サービス分野で技術者を大量に採用し，この市場

への参入に背水の陣を敷いている。…2000年の情
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報サービス産業は，売上高10兆７千億円を超え，

不況下の日本経済にあってひとり気を吐いてい

る。」と述べて，現在でも，コンピュータメーカ各

社がソフトウエアに比重を移していることが分

かる。

また，科学技術庁「外国技術導入の動向分析」

（平成９年度）によれば，外国からの技術導入は，

1990年を境にして，ソフトウエア技術がハードウ

エア技術を上まわり，技術導入の中心が，ハード

ウエアからソフトウエアへと移っている。

10) この背景には，基準Aが適用された時期の「発明

の成立性」の審査基準は，請求項の一部に自然法

則を利用していない構成があれば，発明は成立し

ないとしていた。例えば，「予め任意数の電柱を以

ってA組とし，同様に同数の電柱によりなるB

組，C組，D組等所要数の組をつくり，これらの

電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板

を提示し得るようにし，電柱の各組毎に一定期間

ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を循

回掲示することを特徴とする電柱広告方法。」は，

目的達成の手段の一部に人間の精神活動を利用

しており，「柱書きの発明」として成立することが

できないとしている。

一方，基準D，Eの一般審査基準である「産業

上利用することができる発明」の項では，「発明を

特定するための事項に自然法則を利用していな

い部分があっても，請求項に係る発明が全体とし

て自然法則を利用していると判断されるときは，

その発明は，自然法則を利用したものとなる。」と

し，全体観察によって，「自然法則の利用性」につ

いて判断している。

また，木村耕太朗氏は，判例で読む米国特許

法，p.26（2001）社団法人商事法務研究会，にお

いて，ソフトウエア関連発明に係る基本的判例と

見られているダイアモンド対デーア事件(209

USPQ１)で，米国の連邦最高裁が次のように判

示していることを紹介している。「クレームは全

体として分析しなければならないことを求めて

いる。したがって，クレームがその一部にそれ単

独では特許で保護されない数学的対象物を含ん

でいるかを決める必要はない。問題は，クレーム

全体として，実質的に・・・数学的コンセプトで

あるか（否か）である。」としている。これによれ

ば，米国でも発明の成立性は，全体観察によって

いることが分かる。

11) 米国の連邦最高裁は，ダイアモンド対チャクラバ

テイ事件(206 USPQ 193)で，「太陽の下で人

間により生み出されたあらゆるもの」は，特許の

保護対象となる旨判示している。基準Bにおけ

る「物」は，発明者により発明された「物」であ

り，「太陽の下で人間により生み出されたもの」で

あるとも言い得る。してみると，「太陽の下で人間

により生み出されたもの」を特許の保護対象とす

る点で，米国の連邦最高裁の判断と基準Bの判

断とは一脈相通じるものがある。

12) この審査基準により，例えば，特許2756483号「広

告情報の供給方法及びその登録方法」（マピオン

特許）が特許された。

13) しかしながら，基準Aで判断した場合は，目的を

達成するために利用されている法則又は論理が，

自然法則であるか否かで，特許法第２条の「発明」

であるか否かを判断するので，この場合は，特許

法第２条の発明とは認められない。

14) 井上正，知財管理，Vol.51，No.12，p.1852(2001)

15) 旧法における 案は，前掲注記2)「特許法原理」

p.91に「実用新案ノ保護スルモノハ，「物品ニ関シ

形状，構造又ハ組合ハセニ係ル実用アル新規ノ

型」ニ外ナラス（実用新案法一）。型トハ空間的形

式ノ意ナリ。実用新案ノ目的ハ型カ型トシテ保護

セラルルモノナルヲ以テ，自然力ヲ利用スルノ思

想ヲ含蓄スルヤ否ヤハ問題ト為ラス。」と記載さ

れているように， 案は自然力（自然法則に相当

する）を利用することは問題でなかった。

16) 紋谷暢男氏は，「工業所有権の基本的課題(下)」p.

712(1972)有斐閣，において，「平面的雛形が前述

のように技術的創作の点を充足しうるにしても，

文字，図形，記号，区画，目盛等の一定位置的配

列を自然法則の利用とみることはできない。それ

らは単に精神的法則ないし人為的取決めにしか

過ぎない。従って，この点で元来平面的雛形の実

用新案保護適格性は否定されることになる。この

意味からまた，特許保護適格性も当然に否定され

る。」と述べている。

しかしながら，紋谷氏の結論は，「人間の精神に

訴える作用と技術的効果との区別は，目的物のど

こに有力な作用があるかと言う点」(p.711)にあ

ることを，前提になされたものであり，基準Aと

同様に，全体観察の観点が欠落しており，現時点

では，妥当ではないと思われる。

17) これは，「紙せん」の審査基準に先見性があったと
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見るのか，はたまた，基準Eが古い基準に後退し

たのか，というべきものではない。

「紙せん」の審査基準自体，当時，運用として確

立された内容を基準に纏めたものであり，また，

今でも，その内容で運用されているものである。

してみると，「紙せん」の審査基準の えは，発明

（ 案）の保護の対象に係る判断として普遍的な

ものであって，基準Eは，その普遍的な判断基準

に到達したものと解すべきである。

18) 特許第3248881号，登録日；平成13年11月９日

19) 特許第3381053号，登録日；平成14年12月20日

20) 特許第3229219号，登録日；平成13年９月７日

21) この判決は，昭和26年８月１日に言い渡された判

決で，書籍，雑誌，冊子等における記事の余白

に，広告の目的でカットを挿入する装置の 案

は，旧実用新案法第１条に規定する登録要件を具

備していないとの審決に対する審決取消請求訴

訟事件である。

「登録例中にある平面的なものというのは，被

告が述べているように，線，区画，目盛を一定の

位置関係に結合したものであるから，それは抽象

的表現のものでなく，客観的に具体化された特定

の形態を有し，物品の型と見ることができる」と

し， 案が平面的のものであっても，万年歴，計

算図表等は，「物品の型と見ることができる」とし

ている。

ところで，判決で例示された計算図表等の 案

は，典型的な「紙せん」の 案である。してみる

と，この判決は，「紙せん」の 案が，自然法則を

利用したものであることを暗に，示した判決とい

うことができる。

22) この事例の請求項は，「購入者の端末からインタ

ーネットを介してショップのウェブページにア

クセスすることによって，ショッピングを行うシ

ョッピングシステムにおいて，ユーザIDとして

のメールアドレス，パスワード及び氏名，住所等

のユーザ情報を入力させる画面と，商品の画像

と，購入商品の個数を入力するためのフィールド

と，該商品を買い物カゴに入れることを指示する

カゴボタンを表示した画面と，買い物カゴに登録

された全商品のリストと合計金額，買い物完了を

指示するための完了ボタンを表示した画面と，ユ

ーザIDとパスワードを入力させる画面と，ユー

ザ情報を注文内容及び注文ボタンと共に表示し

た画面とを表示可能な購入者端末からなること

を特徴とするショッピングシステム。」である。

23) 訂正が認められた請求項は，「1.⑶本件 案の登

録請求の範囲」における構成要件Aを次のよう

に訂正したものである。

「資金別の貸借対照表であって，この表は，損益

資金の部の欄と，固定資金の部の欄と，売上仕入

資金の部の欄と，流動資金の部の欄と，を含み，

これらの欄は，損益資金の部の欄を最初に配置

し，流動資金の部の欄を最後に配置し，その間に

固定資金の部の欄と売上仕入資金の部の欄を挟

んで縦方向または横方向に配設してあり，」

24) このウェブページには，出願動向，審査請求動向

等の詳細が報告されている。

25) なお，従前から，ソフトウエア関連発明としてビ

ジネス方法特許を出願していた企業ではこのよ

うな出願の必要はなかった。

26) 例えば，雑誌では「SpecialReportビジネス・モ

デル特許の衝撃」日経コンピュータ，1999年９月

13日号，pp.136～145，「特集 ビジネスモデル特

許の研究」金融財政事情，2000年５月１日号，pp.

78～P94，「特集 ビジネスモデル特許の脅威」週

刊東洋経済，2000年６月17日号，pp.44～52，「特

集 特許で闘う」日経エレクトロニクス，2000年

６月19日号，pp.151～187，等で報道された。

また，新聞では，例えば，日経新聞が，2000年

６月22日の社説で「日本は，米国発のビジネスモ

デル特許という新たな「特許」への対応を迫られ

ている。」，「ゴルフのパット方法，人材派遣の方法

など，アイデアに過ぎなくても，とにかく特許に

という申請ブームに火がついた。」，「現実には産

業界はビジネスモデル特許の申請ラッシュだ。」

等と述べている。

27) 特許2804933号「オートカフェ」(平成10年７月24

日登録)，特許3023658号「婚礼引き出物の贈呈方

法」（平成12年１月21日登録)

28) 次の通り，ビジネス方法特許の審査基準に関する

公開がなされた。

①平成11年12月；「ビジネス関連発明に関する審

査における取扱いについて」

②平成12年10月；「コンピュータ・ソフトウェア

関連発明の審査基準の改訂

（案）」

③平成12年12月；「コンピュータ・ソフトウェア

関連発明の改訂審査基準」

④平成15年４月；「ビジネス関連発明に対する判
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断事例集」（審査第四部)

29) 日本感性工学会IP研究会編著，ビジネスモデル

特許，p.3（2000）通商産業調査会；また，日本経

済新聞は，2000年３月15日に「ビジネスモデル特

許，米で制限機運高まる」と報じている。

30) 2001年８月７日 日本経済新聞は，「インターネ

ットなどを活用した事業モデルを対象とするビ

ジネスモデル特許の成立にブレーキがかかり始

めた。ネットベンチャーの原動力でもあったが，

日米とも特許当局が審査の厳格化に乗り出した

ためだ。企業も「何でも特許」ではなく，事業と

しての「質」を重視した出願が課題になってき

た。」と報じている。

31) 稲生秀俊氏は，パテント，Vol.55，No.11，p.35，

において，「ビジネスモデル特許に関する特許庁

の審査基準は，発明の技術的な要素とビジネス方

法の要素とを区別することなく進歩性を判断す

るため，技術的性格が希薄なビジネス関連発明に

ついてまで特許が認められる可能性がある。これ

は，法定の特許要件を過度に柔軟に運用している

のではないか。技術の進歩に有意な寄与をせず，

研究開発に大きな投資をしない発明に対してま

で特許権を与えるとすれば，むしろ特許権者以外

の者の権利が侵害されることになる。公正な競争

や資源の適正配分が阻害されることとなっては

長期的な産業の発達を妨げ，特許制度の目的にも

反することとなりかねない。」と述べている。

32) 高橋和之他１名編，インターネットと法（第２

版），p.257（2001）有斐閣，において，「コンピュ

ータ処理がありふれたものであるのに，実現され

るビジネス方法が新規なものであることに基づ

いて進歩性が肯定され，特許が付与されることに

（なる）ならば，他人が当該ビジネス方法を利用す

ることは著しく制限される。」と述べている。

33) 稲生氏は，前掲注記31)に続いて，「ビジネス関連

発明が発明に該当し，かつ，進歩性が認められる

べき場合とは，ソフトウエア関連発明として，コ

ンピュータ・システムやインターネットの利用技

術それ自体において，進歩性を有する場合のみで

あろう。」と述べている。

また，上記「インターネットと法」において，

前掲注記32)に続いて，「ビジネス方法は所与の

ものとして扱い，それがどのようにコンピュータ

を用いて処理されるかが進歩性の評価対象とさ

るべきであって，コンピュータ処理が通常のもの

である場合には進歩性を否定すべきと思われ

る。」と述べている。

また，平嶋竜太氏は，財団法人知的財産研究

所，米国におけるビジネス方法特許の研究，p.

70（2001），において，「ビジネス関連発明とは，

それがソフトウエア技術上の何らかの価値を伴

っている場合は別として，基本的には特許制度に

おける客体としては適切でないように えられ

るのである。より厳密には，先に述べた，ソフト

ウエア技術における寄与部分と適用分野におけ

る創作の寄与部分の切り分けがうまくできたと

すれば，前者の部分については特許制度による枠

組みに載せることには異論は少ないとしても，後

者の部分については，少なくとも特許制度の保護

客体として不適切であろう。」と述べている。

このように，進歩性の判断によって，ビジネス

方法特許が抱える問題又は懸念が解消する（又

は，解消することが期待される）と える論者は

多い。

一方，上野 博氏は，ビジネス方法特許，p.

61（2003）同文舘出版，において，「日本の特許法

の定義は，製造技術特許が主であった時代のもの

であり，「自然法則を利用した」という条件にとら

われるあまり，「ソフトウエア特許」もソフトウエ

ア関連特許の一形態としての「ビジネス方法特

許」も，ハード資源との関連性が重用視されすぎ

ているように思える。サービス経済化が進む現在

の状況の中で，今後，ソフト価値重視の定義に柔

軟に変更していくべきであろう。」とハード資源

との関連性を重用視すべきでないと述べている。

34) PIPA日本部会，知財管理，vol.51，No.1，p.57

（2001）

35) 水谷直樹氏は，「ビジネス方法特許と権利行使」p.

39（2000）日本評論社，において，「特許制度は，

新規な発明を生み出すことへのインセンティブ

を与えることにより，産業の発達を促すことを目

的としています。そうである以上，過度な独占に

よる競争の減殺は，特許制度の目的そのものに違

反することにもなりかねません。したがいまし

て，ビジネス・モデルに対して特許権を付与する

場合にも，過度な独占を招くことのないような慎

重さが要求されてくるものと えられます。」と

述べている。

(原稿受領日 2004年１月26日)
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